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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】太陽光パネルの特性を事前に把握することなく
、負荷に対して安定した電力供給が可能な起動判定回路
を備えた電力供給制御方法及び装置を提供する。
【解決手段】太陽光パネルの出力電力に応じて電力供給
制御の電力供給を制御する方法は、出力電力を模擬負荷
抵抗に供給するステップ７０３と、模擬負荷抵抗に供給
された電力の電圧を検知するステップ７０４と、検知さ
れた電圧が所定の閾値を超えた場合、電力の供給先を模
擬負荷抵抗から装置の負荷へと切り替えるステップ７０
５とを備える。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽光パネルの出力電力に応じて、装置の電力供給を制御する電力供給制御方法であっ
て、
　前記出力電力を模擬負荷抵抗に供給するステップと、
　前記模擬負荷抵抗に供給された電力の電圧を検知するステップと、
　前記検知された電圧が所定の閾値を超えた場合、前記電力の供給先を、前記模擬負荷抵
抗から装置の負荷へと切り替えるステップと、を備える電力供給制御方法。
【請求項２】
　前記装置は、太陽光パネルの出力電力、又は前記出力電力が蓄電された蓄電池の出力電
力のみによって動作する、請求項１に記載の電力供給制御方法。
【請求項３】
　前記模擬負荷抵抗は、装置が要求する電圧／装置が要求する電流である、請求項１に記
載の電力供給制御方法。
【請求項４】
　太陽光パネルと、
　模擬負荷抵抗と、
　模擬負荷電圧監視部と、
　起動判定部と、
　を備え、
　前記模擬負荷抵抗の電圧が所定の閾値を超えたことを前記模擬負荷電圧監視部が検知し
た場合に、前記起動判定部が起動判定を行う、情報処理装置。
【請求項５】
　前記装置は、太陽光パネルの出力電力、又は前記出力電力が蓄電された蓄電池の出力電
力のみによって動作する、請求項１に記載の電力供給制御方法。
【請求項６】
　前記模擬負荷抵抗は、装置が要求する電圧／装置が要求する電流である、請求項１に記
載の電力供給制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、起動判定回路及び起動判定方法に関し、特に、太陽光パネルの電力のみを用
いて電子機器を起動して動作させる際の起動判定回路及び起動判定方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　図２は、太陽光パネルの特徴と電子機器の動作範囲を示す図である。
　出力電流２０１は、図の縦軸の値である。要求電流２０２は、電子機器が動作するため
に必要な電流の値である。
　出力電圧２０３は、図の横軸の値である。要求電圧２０４は、電子機器が動作するため
に必要な電圧の値である。
【０００３】
　動作範囲２０５は、出力電流が要求電流２０２以上の値であると共に、出力電圧が要求
電圧２０４以上の値である範囲である。この範囲内では、電子機器は安定して動作する。
　停止範囲２０６は、出力電流が要求電流２０２未満の値であるか、出力電圧が要求電圧
２０４未満の値であるかのいずれかを満たす範囲である。この範囲内では、電子機器が動
作しないか、動作した場合であっても不安定な動作となる。
【０００４】
　日照：強２０７は、日照量が多い場合の太陽光パネルのＩ－Ｖ特性を示す曲線である。
　日照：中２０８は、日照量が中程度の場合の太陽光パネルのＩ－Ｖ特性を示す曲線であ
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る。
　日照：弱２０９は、日照量が少ない場合の太陽光パネルのＩ－Ｖ特性を示す曲線である
。
　上記の日照：強２０７乃至日照弱：２０９より、太陽光パネルは、日照状況によって特
性曲線が異なり、日照量が多いときは、取り出せる電力が大きい。
【０００５】
　短絡電流２１０は、太陽光パネルから電流を取り出すと一般に電圧が下がるが、短絡電
流付近で急激に電圧が下がるという、太陽光パネルのＩ－Ｖ特性の特徴を示す。
【０００６】
　開放端電圧２１１は、開放端付近では日照量に関わらず電圧の差が小さく、日照量が少
ない場合であっても、日照量が多い場合と同程度の電圧を出力できるという、太陽光パネ
ルのＩ－Ｖ特性の特徴を示す。
【０００７】
　上記の太陽光パネルのＩ－Ｖ特性は、太陽光パネルごとに異なる。
【０００８】
　図３は、充分な日照時の太陽光パネルによる電子機器の駆動状態を示す図である。
　出力電流３０１は、図の縦軸の値である。要求電流３０２は、電子機器が動作するため
に必要な電流の値である。
　出力電圧３０３は、図の横軸の値である。要求電圧３０４は、電子機器が動作するため
に必要な電圧の値である。
【０００９】
　動作範囲３０５は、出力電流が要求電流３０２以上の値であると共に、出力電圧が要求
電圧３０４以上の値である範囲である。この範囲内では、電子機器は安定して動作する。
　停止範囲３０６は、出力電流が要求電流３０２未満の値であるか、出力電圧が要求電圧
３０４未満の値であるかのいずれかを満たす範囲である。この範囲内では、電子機器が動
作しないか、動作した場合であっても不安定な動作となる。
【００１０】
　次に、点Ａ３０７と点Ｂ３０８を用いて、電子機器が安定して動作する場合について説
明する。
　太陽光パネルからの出力が、点Ａ３０７となった場合は、要求電圧の値を超えているの
で、電子機器が動作を開始する。この場合、動作直前では電流の値はゼロになる。
【００１１】
　電子機器が動作することによって電流を消費する。このとき、消費する電流が大きくな
るにつれて出力電圧が下がり、太陽光パネルの出力値は、点Ａ３０７から点Ｂ３０８に遷
移する。
【００１２】
　点Ｂ３０８において、電子機器が要求電流値の電流を消費する。但し、要求電流値の電
流を消費しても、出力電圧の値は要求電圧よりも高いため、電子機器は安定して動作する
。
【００１３】
　図４は、不充分な日照時の太陽光パネルによる電子機器の駆動状態を示す図である。
　出力電流４０１は、図の縦軸の値である。要求電流４０２は、電子機器が動作するため
に必要な電流の値である。
　出力電圧４０３は、図の横軸の値である。要求電圧４０４は、電子機器が動作するため
に必要な電圧の値である。
【００１４】
　動作範囲４０５は、出力電流が要求電流４０２以上の値であると共に、出力電圧が要求
電圧４０４以上の値である範囲である。この範囲内では、電子機器は安定して動作する。
　停止範囲４０６は、出力電流が要求電流４０２未満の値であるか、出力電圧が要求電圧
４０４未満の値であるかのいずれかを満たす範囲である。この範囲内では、電子機器が動
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作しないか、動作した場合であっても不安定な動作となる。
【００１５】
　次に、点Ａ´４０７、点Ｂ´４０８及び点Ｃ´４０９を用いて、電子機器が動作しない
か又は動作した場合であっても不安定な動作をする場合について説明する。
　太陽光パネルからの出力が、点Ａ´４０７となった場合は、要求電圧の値を超えている
ので、電子機器が動作を開始する。この場合、動作直前では電流の値はほぼゼロになる。
【００１６】
　電子機器が動作することによって電流を消費し、太陽光パネルからの出力値は、点Ａ´
４０７から点Ｂ´４０８に遷移する。
【００１７】
　電子機器の消費電流が更に大きくなり、太陽光パネルからの出力値は、点Ｂ´４０８か
ら点Ｃ´４０９に遷移する。
【００１８】
　太陽光パネルからの出力値が点Ｃ´４０９に遷移した場合は、出力電圧が要求電圧より
も低いため、電子機器の動作が止まる。
【００１９】
　電子機器の動作が止まったことにより、電子機器が電流を殆ど消費しないため、太陽光
パネルからの出力電圧が急激に上がり、点Ｃ´４０９から点Ｂ´４０８に遷移する。
【００２０】
　太陽光パネルからの出力値が点Ｂ´４０８に遷移したことによって、電子機器の要求電
圧の値を超えているため、電子機器が動作を開始する。
　その後、太陽光パネルからの出力値が点Ｂ´４０８と点Ｃ´４０９の間の遷移を繰り返
して、それに伴って、電子機器が動作と停止を繰り返す。
【００２１】
　上記の問題を解決するために、起動判定回路が必要となる。この起動判定回路について
、一般的な解決法としては、開放端電圧監視型と短絡電流監視型の起動判定回路が考えら
れる。
【００２２】
　開放端電圧監視型の起動判定回路は、開放端の電圧を監視して、所定の閾値以上になる
と起動判定を行うものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２３】
【特許文献１】特開２０１２－２５４００４号公報
【００２４】
　短絡電流監視型の起動判定回路は、特許文献１で開示されている通り、太陽電池からグ
ランド電位への最大出力電流を流し、短絡電流を監視して、所定の閾値以上になると起動
判定を行うものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２５】
【特許文献２】特開２０１３－２７２０８号公報
【００２６】
　特許文献２は、回路内の模擬負荷に電力を供給して、出力電力量が所定量よりも多い場
合に起動判定を行う方法を開示する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　しかし、開放端電圧監視型及び短絡電流監視型の起動判定回路は、いずれも太陽光パネ
ルのＩ－Ｖ特性を事前に把握しなければ回路設計ができず、太陽光パネルの個体差によっ
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て回路の設計を変更する必要が生じる問題がある。
　このため、太陽光パネルのＩ－Ｖ特性への依存度を低く構成できる起動判定回路が求め
られる。
【００２８】
　また、先行技術文献２は、太陽電池以外の電源からも電力供給を受ける系統連携装置に
おいて、その系統連携装置の起動を、系統連携リレーのオンオフで制御するものである。
　このため、太陽光パネルのみを用いた装置において、太陽光パネルのＩ－Ｖ特性への依
存度を低くすることを解決課題とする本発明とは異なる課題を解決する技術である。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　太陽光パネルの出力電力に応じて、装置の電力供給を制御する電力供給制御方法であっ
て、前記出力電力を模擬負荷抵抗に供給するステップと、前記模擬負荷抵抗に供給された
電力の電圧を検知するステップと、前記検知された電圧が所定の閾値を超えた場合、前記
電力の供給先を、前記模擬負荷抵抗から装置の負荷へと切り替えるステップと、を備える
電力供給制御方法である。
【００３０】
　太陽光パネルと、模擬負荷抵抗と、模擬負荷電圧監視部と、起動判定部とを備え、前記
模擬負荷抵抗の電圧が所定の閾値を超えたことを前記模擬負荷電圧監視部が検知した場合
に、前記起動判定部が起動判定を行う、情報処理装置である。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、太陽光パネルのＩ－Ｖ特性を事前に把握し、太陽光パネルの個体差に
応じて回路設計をする必要がない。
【００３２】
　さらに、本発明によれば、模擬負荷の電圧を計測して起動判定を行うため、簡易な回路
で構成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】プリロード監視型起動判定回路の構成図である。
【図２】太陽光パネルの特徴と電子機器の動作範囲を示す図である。
【図３】充分な日照時の太陽光パネルによる電子機器の駆動状態を示す図である。
【図４】不充分な日照時の太陽光パネルによる電子機器の駆動状態を示す図である。
【図５】プリロード監視型起動判定回路の模式的回路図である。
【図６】プリロード監視型起動判定回路の動作状態を示す図である。
【図７】プリロード監視型起動判定回路を備えた装置の動作フローチャートである。
【図８】プリロード監視型起動判定回路を備えた装置の状態遷移図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．本発明の実施の形態の回路の構成
　２．本発明の実施の形態の模式的回路の構成
　３．本発明の実施の形態の回路の動作状態
　４．本発明の実施の形態の回路を備えた装置の動作フローチャート
　５．本発明の実施の形態の回路を備えた装置の状態遷移
【００３５】
　［本発明の実施の形態の回路の構成］
　まず、本発明の実施の形態の回路の構成について説明する。図１は、プリロード監視型
起動判定回路１００の構成図であり、太陽光パネルの出力先に模擬負荷抵抗と模擬負荷電
圧監視部を備え、起動判定部によって起動を制御する回路構成図である。



(6) JP 2017-127175 A 2017.7.20

10

20

30

40

50

【００３６】
　図１において、太陽光パネル１０１は、模擬電圧監視部１０８及びスイッチＳＷ１０６
を介して充電制御部１０２に対して接続され、充電制御部１０２に対して電力を供給する
。
　また、太陽光パネル１０１は、模擬電圧監視部１０８を介して模擬負荷抵抗１０９に接
続する。
【００３７】
　充電制御部１０２は、二次電池１０３に接続され、太陽光パネル１０１から供給された
電力を充電する制御を行う。その際、充電制御部は起動判定部１０４からの判定結果に基
づいて起動する。
【００３８】
　二次電池１０３は、充電制御部１０２を介して、太陽光パネル１０１から供給された電
力を充電する。
【００３９】
　起動判定部１０４は、模擬負荷電圧監視部１０８で計測した電圧の値に基づいて起動判
定を行う。具体的には、模擬負荷電圧監視部で計測された電圧が、所定の閾値未満のとき
は、ＳＷ１０６はオフ、ＳＷ１０７はオンとなっている。しかし、模擬負荷電圧監視部で
計測された電圧が所定の閾値以上になると、ＳＷ１０６をオンにするとともに、ＳＷ１０
７をオフにし、充電制御部１０２に対して二次電池１０３への充電制御を指示する。
【００４０】
　ＧＮＤ１０５は、回路のグランドである。起動判定部１０４が起動判定を行う前は、Ｓ
Ｗ１０６がオフであるとともに、ＳＷ１０７がオンであるため、太陽光パネル１０１から
供給された電力は、起動判定部１０４に必要な電力以外は、模擬負荷抵抗１０９を介して
、すべてＧＮＤ１０５に流れる。
【００４１】
　ＳＷ１０６及びＳＷ１０７はスイッチである。ＳＷ１０６及びＳＷ１０７のオンとオフ
は、起動判定部１０４の判定結果に応じて制御される。
【００４２】
　ＳＷ１０６は、太陽光パネル１０１と充電制御部１０２の間に設けられる。ＳＷ１０６
がオフのときは、太陽光パネル１０１から充電制御部１０２に対して電力が供給されない
。
　一方、ＳＷ１０６がオンのときは、太陽光パネル１０１から充電制御部１０２に対して
電力が供給される。
【００４３】
　ＳＷ１０７は、太陽光パネル１０１とＧＮＤ１０５の間に設けられる。ＳＷ１０７がオ
フのときは、太陽光パネル１０１からＧＮＤ１０５に対して電流が流れない。
　一方、ＳＷ１０７がオンのときは、太陽光パネル１０１からＧＮＤ１０５に対して電流
が流れる。
【００４４】
　模擬負荷電圧監視部１０８は、太陽光パネル１０１から模擬負荷抵抗１０９に供給され
た電圧を監視し、模擬負荷電圧が所定の閾値以上か否かの結果を起動判定部１０４に伝え
る。
【００４５】
　模擬負荷抵抗１０９は、太陽光パネル１０１とＧＮＤ１０５の間に設けられる抵抗であ
る。模擬負荷抵抗１０９の値は、充電制御部１０２及び二次電池１０３を用いて回路が動
作した場合の負荷と同程度の負荷に設定する。具体的には、模擬負荷に回路の要求電圧と
同じ電圧を印加した時に、要求電流と同じ程度の電流が流れるように設定する。
　この設定によって、起動判定部１０４は、模擬負荷電圧が閾値以上である場合に、回路
の安定動作に必要な電流、電圧の条件が確保できていると判断して、起動判定を行う。
【００４６】
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　［本発明の実施の形態の模式的回路の構成］
　図５は、プリロード監視型起動判定回路の模式的回路図である。
　ＰＶ電力５０１は、太陽光パネルから供給される電力であり、ヒステリシスコンパレー
タ５０４の負の入力端子、Ｐｃｈ－ＭＯＳＦＥＴ５０６のソース端子及び模擬負荷抵抗５
０９に接続される。
【００４７】
　負荷電力５０２は、充電制御部などの他の回路の負荷に供給される電力であり、Ｐｃｈ
－ＭＯＳＦＥＴ５０６のドレイン端子に接続される。
【００４８】
　ＶＡ５０３は、ヒステリシスコンパレータ５０４の出力端子の出力電圧であり、ヒステ
リシスコンパレータ５０４の動作によって、Ｈｉｇｈ又はＬｏｗのいずれかとなる。
【００４９】
　ヒステリシスコンパレータ５０４は、Ｖ＋及びＶ－の２つの閾値を有し、ＰＶ電力５０
１から提供される電力の電圧が、Ｖ－を下回るとＨＩＧＨを出力し、Ｖ＋を上回るとＬｏ
ｗを出力する。また、ＰＶ電力５０１から提供される電力の電圧が、Ｖ－とＶ＋との間に
あるときは、直前の出力を保持する。
　ここで、Ｖ＋とはヒステリシスコンパレータ５０４が持つ高い閾値（基準電圧＋Ｔｈ＋

）であり、Ｖ－とはヒステリシスコンパレータ５０４が持つ低い閾値（基準電圧－Ｔｈ－

）である。
【００５０】
　ＧＮＤ５０５は、回路のグランドである。
【００５１】
　Ｐｃｈ－ＭＯＳＦＥＴ５０６は、ソース端子をＰＶ電力５０１、ドレイン端子を負荷電
力５０２、ゲート端子をヒステリシスコンパレータ５０４の出力側に接続し、負荷電力５
０２への電流のオンオフを切り替える。
　Ｐｃｈ－ＭＯＳＦＥＴ５０６がオンの場合、ＰＶ電力５０１から供給された電流が、負
荷電力５０２に供給される。一方、オフの場合、負荷電力５０２には電流が供給されない
。
【００５２】
　Ｎｃｈ－ＭＯＳＦＥＴ５０７は、ソース端子をＧＮＤ５０５、ドレイン端子を模擬負荷
５０９、ゲート端子をヒステリシスコンパレータ５０４の出力側に接続し、模擬負荷抵抗
５０９への電流のオンオフを切り替える。
　Ｎｃｈ－ＭＯＳＦＥＴ５０７がオンの場合、ＰＶ電力５０１から供給された電流が、模
擬負荷抵抗５０９に供給される。一方、オフの場合、模擬負荷抵抗５０９に電流が供給さ
れない。
【００５３】
　Ｖｉｎ５０８は、ＰＶ電力５０１から供給される入力電圧であり、ヒステリシスコンパ
レータ５０４の負の入力端子にかかる電圧である。
　ただし、回路の基準電圧が部品に依存して固定されるため、実際の回路では、Ｖｉｎを
分圧した値であってもよい。
【００５４】
　模擬負荷抵抗５０９は、ＰＶ電力５０１とＮｃｈ－ＭＯＳＦＥＴ５０７の間に接続され
る。模擬負荷抵抗５０９の値は、要求電圧÷要求電流で算出される。
【００５５】
　基準電圧５１０は、回路の基準電圧であり、ヒステリシスコンパレータ５０９の正の入
力端子に接続される。
【００５６】
　［本発明の実施の形態の回路の動作状態］
　図６は、プリロード監視型起動判定回路の動作状態を示す図である。
　プリロード監視型起動判定回路は、プリロード停止状態６０１、プリロード状態６０２
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、負荷に電力を供給する状態６０３の３種の動作状態を持つ。
【００５７】
　プリロード停止状態６０１は、ＰＶ電力５０１からの電力供給が、プリロード監視型起
動判定回路の正常動作に必要な電力に至らないため、プリロード回路が正常動作できず、
ＶＡ（５０３）、Ｐｃｈ－ＭＯＳＦＥＴ（５０６）、Ｎｃｈ－ＭＯＳＦＥＴ（５０７）、
負荷電力（５０２）への供給、及び模擬負荷抵抗（５０９）への供給のいずれも不定の状
態である。
【００５８】
　ここで、負荷電力５０２への供給も不定の状態となるが、負荷電力５０２の前段階であ
るプリロード監視型起動判定回路で電力を消費するため、負荷電力５０２にはほとんど電
力が供給されない。
　プリロード停止状態６０１は、実質的には電力が供給されていない状態に等しいため、
負荷電力の先にある回路が起動した後、電圧降下によって負荷電力の先にある回路が停止
し、その後、起動と停止を繰り返す問題は生じない。
【００５９】
　プリロード状態６０２は、ＰＶ電力５０１からの電力供給が、プリロード監視型起動判
定回路の正常動作範囲であるものの、供給された電圧が、ヒステリシスコンパレータ５０
４の高い閾値を超えないため、模擬負荷抵抗５０９に対して電圧がかかった状態である。
【００６０】
　具体的には、ヒステリシスコンパレータ５０４からの出力であるＶＡ５０３はＨｉｇｈ
を出力し、Ｐｃｈ－ＭＯＳＦＥＴ５０６のスイッチがオフになることで、ＰＶ電力５０１
から負荷電力５０２への電力供給はされないが、Ｎｃｈ－ＭＯＳＦＥＴ５０７のスイッチ
がオンになることで、ＰＶ電力５０１から模擬負荷抵抗５０９への電力供給がされる状態
である。
【００６１】
　負荷に電力を供給する状態６０３は、ＰＶ電力５０１からの電力供給が、プリロード監
視型起動判定回路の正常動作範囲であり、かつ、供給された電圧が、ヒステリシスコンパ
レータ５０４の高い閾値を超えるため、負荷電力５０２に対して電力が供給される状態で
ある。
【００６２】
　具体的には、ヒステリシスコンパレータ５０４からの出力であるＶＡ５０３はＬｏｗを
出力し、Ｎｃｈ－ＭＯＳＦＥＴ５０７のスイッチがオフになることで、ＰＶ電力５０１か
ら模擬負荷抵抗５０９への電力供給がはされないが、Ｐｃｈ－ＭＯＳＦＥＴ５０６のスイ
ッチがオンになることで、ＰＶ電力５０１から負荷電力５０２への電力供給がされる状態
である。
【００６３】
　［本発明の実施の形態の回路を備えた装置の動作フローチャート］
　図７は、プリロード監視型起動判定回路を備えた装置の動作フローチャートである。
【００６４】
　ステップ７０１は、装置の通電状態のスタートである。
　本発明の実施の形態の回路を備えた装置は、太陽電池から供給される電力によって動作
するため、装置の通電状態のスタートによって必ずしも装置が動作するとは限らない。
　しかし、装置の通電状態のスタートによって、プリロード停止状態６０１、プリロード
状態６０２、負荷に電力を供給する状態６０３のいずれかに遷移することが可能になる。
【００６５】
　ステップ７０２は、ＰＶ電力から供給される入力電圧ＶｉｎとＶｏｎとの比較である。
　Ｖｏｎとは、プリロード監視型起動判定回路が正常に動作できる電圧の閾値である。
　入力電圧Ｖｉｎが閾値Ｖｏｎよりも大きい場合は、ステップ７０３でプリロード状態に
遷移する。
　一方、入力電圧Ｖｉｎが閾値Ｖｏｎよりも小さい場合は、プリロード監視型起動判定回
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路が正常に動作できないため、プリロード停止状態に遷移する。
【００６６】
　ステップ７０３は、プリロード処理である。プリロード監視型起動判定回路が正常に動
作できる入力電圧を得ていることから、模擬負荷抵抗に電流を供給し、模擬負荷抵抗の電
圧を模擬負荷電圧監視部によって監視することで、起動判定を行う。この際、負荷に対す
る電力の供給を停止する。
【００６７】
　ステップ７０４は、ＰＶ電力から供給される入力電圧Ｖｉｎとヒステリシスコンパレー
タからの出力値の高い閾値であるＶ＋との比較である。
　入力電圧Ｖｉｎが閾値Ｖ＋よりも大きい場合は、負荷に対して充分な電力を供給するこ
とができるため、ステップ７０５で負荷に電力を供給する状態に遷移する。
　一方、入力電圧Ｖｉｎが閾値Ｖ＋よりも小さい場合は、負荷に対して充分な電力を供給
することができないため、ステップ７０２に戻り、プリロード処理７０３を行うか否かの
比較を行う。
【００６８】
　ステップ７０５は、負荷が正常に動作できる入力電圧を得ていることから、負荷に対し
て電力を供給する処理である。
【００６９】
　ステップ７０６は、ＰＶ電力から供給される入力電圧Ｖｉｎとヒステリシスコンパレー
タからの出力値の低い閾値であるＶ－との比較である。
　入力電圧Ｖｉｎが閾値Ｖ－よりも小さい場合は、負荷に対して充分な電力を供給するこ
とができないため、再度ステップ７０４に戻り、プリロード処理７０３の状態に戻るか、
負荷に対して電力を供給する処理７０５を行うか否かの比較を行う。
　入力電圧Ｖｉｎが閾値Ｖ－よりも大きい場合は、負荷に対して電力を供給する処理７０
５を続ける。
【００７０】
　ステップ７０７は、プリロード停止処理である。
　入力電圧Ｖｉｎが閾値Ｖｏｎよりも小さい場合は、プリロード監視型起動判定回路が正
常に動作できないため、プリロード停止状態に遷移する。しかし、その後もステップ７０
２の比較を続け、入力電圧Ｖｉｎが閾値Ｖｏｎよりも大きくなった場合は、ステップ７０
３のプリロード処理を行う。
【００７１】
　［本発明の実施の形態の回路を備えた装置の状態遷移］
　図８は、プリロード監視型起動判定回路を備えた装置の状態遷移図である。
【００７２】
　プリロード停止８０１は、ＰＶ電力からの電力供給が、プリロード監視型起動判定回路
の正常動作に必要な電力に至らないため、プリロード回路が正常動作できず、負荷電力及
び模擬負荷抵抗への電力供給のいずれも不定の状態である。
【００７３】
　Ｖｉｎ＞Ｖｏｎ８０２は、ＰＶ電力から供給される入力電圧ＶｉｎとＶｏｎとの比較で
ある。
　Ｖｏｎとは、プリロード監視型起動判定回路が正常に動作できる電圧の閾値である。
　入力電圧Ｖｉｎが閾値Ｖｏｎよりも大きい場合は、プリロード停止８０１からプリロー
ド８０３の状態に遷移する。
【００７４】
　グラフ８０２－２は、横軸がＰＶ電力から供給される入力電圧Ｖｉｎであり、縦軸が負
荷に対して電力を供給する状態又はプリロード監視型起動判定回路の状態である。
　入力電圧Ｖｉｎが閾値Ｖｏｎよりも大きい場合が条件に当てはまる。
【００７５】
　プリロード８０３は、ＰＶ電力からの電力供給が、プリロード監視型起動判定回路の正
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常動作範囲であるものの、供給された電圧が、起動判定に用いる高い閾値を超えないため
、模擬負荷抵抗に電圧をかけて動作している状態である。
【００７６】
　Ｖｉｎ＞Ｖ＋８０４は、ＰＶ電力から供給される入力電圧Ｖｉｎと起動判定に用いる高
い閾値であるＶ＋との比較である。
　入力電圧Ｖｉｎが閾値Ｖ＋よりも大きい場合は、負荷に対して充分な電力を供給するこ
とができるため、プリロード８０３から負荷電力供給８０５の状態に遷移する。
【００７７】
　グラフ８０４－２は、横軸がＰＶ電力から供給される入力電圧Ｖｉｎであり、縦軸が負
荷に対して電力を供給する状態又はプリロード監視型起動判定回路の状態である。
　入力電圧Ｖｉｎが閾値Ｖ＋よりも大きい場合が条件に当てはまる。
【００７８】
　負荷電力供給８０５は、ＰＶ電力からの電力供給が、プリロード監視型起動判定回路の
正常動作範囲であり、かつ、供給された電圧が、起動判定に用いる高い閾値を超えるため
、負荷電力に対して電力が供給される状態である。
【００７９】
　Ｖｉｎ＜Ｖ－８０６は、ＰＶ電力から供給される入力電圧Ｖｉｎと起動判定に用いる低
い閾値であるＶ－との比較である。
　入力電圧Ｖｉｎが閾値Ｖ－よりも小さい場合は、負荷に対して充分な電力を供給するこ
とができないため、負荷電力供給８０５からプリロード８０３の状態に遷移する。
【００８０】
　グラフ８０６－２は、横軸がＰＶ電力から供給される入力電圧Ｖｉｎであり、縦軸が負
荷に対して電力を供給する状態又はプリロード監視型起動判定回路の状態である。
　入力電圧Ｖｉｎが閾値Ｖ－よりも小さい場合が条件に当てはまる。
【００８１】
　Ｖｉｎ＜Ｖｏｎ８０７は、ＰＶ電力から供給される入力電圧ＶｉｎとＶｏｎとの比較で
ある。
　Ｖｏｎとは、プリロード監視型起動判定回路が正常に動作できる電圧の閾値である。
　入力電圧Ｖｉｎが閾値Ｖｏｎよりも小さい場合は、プリロード監視型起動判定回路が正
常に動作できないため、プリロード８０３からプリロード停止８０１の状態に遷移する。
【００８２】
　グラフ８０７－２は、横軸がＰＶ電力から供給される入力電圧Ｖｉｎであり、縦軸が負
荷に対して電力を供給する状態又はプリロード監視型起動判定回路の状態である。
　入力電圧Ｖｉｎが閾値Ｖｏｎよりも小さい場合が条件に当てはまる。
【００８３】
　遷移条件以外８０８は、プリロード停止８０１の状態で、Ｖｉｎ＞Ｖｏｎ８０２に該当
しない場合、プリロード停止８０１の状態を維持する。
【００８４】
　遷移条件以外８０９は、プリロード８０３の状態で、Ｖｉｎ＞Ｖ＋８０４又はＶｉｎ＜
Ｖｏｎ８０７のいずれにも該当しない場合、プリロード８０３の状態を維持する。
【００８５】
　遷移条件以外８０８は、負荷電力供給８０５の状態で、Ｖｉｎ＜Ｖ－８０６に該当しな
い場合、負荷電力供給８０５の状態を維持する。
【００８６】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施の形態について詳細に説明したが、
本発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有す
る者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例
または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術
的範囲に属するものと解される。
【符号の説明】
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【００８７】
１００　　プリロード監視型起動判定回路
１０１　　太陽光パネル
１０２　　充電制御部
１０３　　二次電池
１０４　　起動判定部
１０５　　ＧＮＤ
１０６　　ＳＷ１
１０７　　ＳＷ２
１０８　　模擬負荷電圧監視部
１０９　　模擬負荷抵抗
２０１　　出力電流
２０２　　要求電流
２０３　　出力電圧
２０４　　要求電圧
２０５　　動作範囲
２０６　　停止範囲
２０７　　日照：強
２０８　　日照：中
２０９　　日照：弱
２１０　　短絡電流
２１１　　開放端電圧
３０１　　出力電流
３０２　　要求電流
３０３　　出力電圧
３０４　　要求電圧
３０５　　動作範囲
３０６　　停止範囲
３０７　　点Ａ
３０８　　点Ｂ
４０１　　出力電流
４０２　　要求電流
４０３　　出力電圧
４０４　　要求電圧
４０５　　動作範囲
４０６　　停止範囲
４０７　　点Ａ´
４０８　　点Ｂ´
４０９　　点Ｃ´
５０１　　ＰＶ電力
５０２　　負荷電力
５０３　　ＶＡ

５０４　　ヒステリシスコンパレータ
５０５　　ＧＮＤ
５０６　　Ｐｃｈ－ＭＯＳＦＥＴ
５０７　　Ｎｃｈ－ＭＯＳＦＥＴ
５０８　　Ｖｉｎ

５０９　　模擬負荷抵抗
５１０　　基準電圧
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【図３】

【図４】

【図５】
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